
発達障害者支援（成人期）の現状及び課題

発達障害者支援について

都の取組

○東京都発達障害者支援センター（TOSCA）の運営
発達障害児（者）とその家族に対する総合的支援拠点として、相談、普及啓発、研修などを行い、発達障害児（者）の地域生活をサポート

○発達障害者支援体制整備推進事業
発達障害者支援地域協議会の運営、シンポジウム開催、医療や相談支援に従事する専門的人材の育成等を実施

○ペアレントメンター養成・派遣事業
発達障害児（者）の子育て経験を生かして相談・助言を行うペアレントメンターを養成するとともに、ペアレントメンター・コーディネーターを設置し、

家族への適切な支援に結び付けることで、家族支援体制を整備

○区市町村発達障害者支援体制整備推進事業
（早期発見・早期支援のための支援システム） 区市町村における発達障害児（者）の早期発見・早期支援に対する取組みを支援
（成人期支援）区市町村における成人期発達障害者支援の取組を支援することにより、ライフステージに応じた地域の支援体制整備を推進

○発達障害者生活支援モデル事業（３０年度新規）
青年期・成人期の発達障害者を対象とした、医療機関における専門的プログラムを活用した支援手法の標準モデルの作成と普及啓発を実施

＜課題＞
○地域における支援体制整備が進んでいない。
○発達障害に対応可能な医療機関の確保が十分ではない。
○医療機関において、発達障害に対する専門的プログラムの普及が進んで
いない。

＜現状＞
○成人期の発達障害者の相談ニーズが増大
○医療機関への受診希望者が増加

※２９年度シンポジウム「成人期の発達障害者支援について～社会的自立に向けた生活支援の取組事例を通じて～」

（平成25年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業調べ)
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TOSCA相談人数（成人のみ）

【具体的な取組】
・本人・家族等への相談支援（Ｈ２８実績 延べ２，９２１件）
・支援者育成講座の開催や、支援機関・教育関係者・企業等へのバックアップ、講師派遣
・地域支援マネジャーによる、地域支援体制の整備支援、困難事例支援、就労機関への支援

相談・普及啓発・人材育成・家族支援

身近な地域における支援体制の整備

支援手法の作成・普及啓発

















































りひひききこもこもり
ササ ーーポポ トトネネッットト

ひきこもりとは、さまざまな要因によって

社会的な参加の場面がせばまり、就労や

就学などの自宅以外での生活の場が長期

にわたって失われている状態のことをさ

します。

ひきこもりって？

最初に知ろう1st
step
1st
step

本人 自分がひきこもりで
悩んでいる方

家族
など

ひきこもりの方が身近にいる
家族・友人など

だれが相談できるの？2nd
step
2nd
step

3rd
step
3rd
step

どんな相談ができるの？

●病名の診断や治療方法の提示など、医療行為に

　あたるご相談

●緊急の対応が必要なご相談

応じられない相談内容

相談員が対応します。

どうやってひきこもりから抜け出す

一歩を踏み出したらよいですか？

本人にどう接したらよいですか？

どうやったら必要なサポート

を受けられますか？

4th
 step
4th
 step

相談の方法は？

◆パソコンから相談する場合

http://www.hikikomori-tokyo.jp/

◆携帯電話から相談する場合

http://www.hikikomori-tokyo.jp/m/
（相談への返信には、10日程度かかる場合があります。）

東京都ひきこもりサポートネット

電　話　相　談

03-5978-2043
受付時間：月〜金　午前10時〜午後5時

（年末年始［12月29日〜1月3日］・祝日を除く）

●相談は無料です。

　ただし、ご利用に伴う通信費や電話代などは相談者

　の負担となります。

●何度も繰り返して相談することで、人とのコミュニケー

　ションをとる練習ができます。そのために、あなたのお

　名前（ニックネーム）や生年月日を伺うことがあります。

●相談の秘密は厳守いたします。

メール相談

検索

自 治 体
千 代 田 区
中 央 区
港 区
新 宿 区
文 京 区
台 東 区

墨 田 区

江 東 区
品 川 区

目 黒 区

大 田 区
世 田 谷 区
渋 谷 区

中 野 区

杉 並 区
豊 島 区

北 区

荒 川 区

板 橋 区

練 馬 区
足 立 区
葛 飾 区
江 戸 川 区

　　　　 訪問相談　受付窓口
千代田保健所　健康推進課　保健予防係
区民部　文化・生涯学習課　青少年係
子ども家庭支援部　子ども家庭課　青少年育成担当

（公財）新宿区勤労者・仕事支援センター 就労支援部就労支援課 総合相談
教育推進部　児童青少年課　青少年係（委託事業者：茗荷谷クラブ）
区民部　子育て・若者支援課　青少年担当
①向島保健センター
②本所保健センター
地域振興部　青少年課　青少年係
子ども未来部　子ども育成課　庶務係
①目黒区保健所　保健予防課　保健相談係
②碑文谷保健センター　保健相談係
保健所 健康づくり課　健康づくり推進担当
メルクマール せたがや
教育委員会事務局 教育振興部 教育センター
①中部すこやか福祉センター
②北部すこやか福祉センター
③南部すこやか福祉センター
④鷺宮すこやか福祉センター
杉並福祉事務所  生活自立支援担当
子ども家庭部　子ども課　子ども・若者支援グループ
①王子健康支援センター
②赤羽健康支援センター
③滝野川健康支援センター

保健所　健康推進課　保健相談担当

板橋区健康生きがい部 ( 保健所 )　
予防対策課　管理・精神難病グループ
こども家庭部　青少年課　青少年係
産業経済部　就労支援課　就労支援係
葛飾区健康部（保健所）健康ホットラインかつしか
健康部　健康サービス課　中央健康サポートセンター

  電話番号
03-5211-8172
03-3546-5305
03-3578-2435
03-3200-3311
03-3941-1613
03-5246-1341
①03-3611-6135
②03-3622-9137
03-3647-9813
03-5742-6692
①03-5722-9504
②03-3711-6447
03-5744-1683
03-3414-7867
03-3423-8893
①03-3367-7788
②03-3389-4323
③03-3380-5551
④03-3336-7111
03-3393-0737
03-3981-2187
①03-3919-7588
②03-3903-6481
③03-3915-0184
03-3802-3111

（内 432）

03-3579-2329

03-5984-4691
03-3880-5469
03-3602-1244
03-5661-2467

■区部

申込先：お住まいの下記区市町村の窓口

対象：①ひきこもりのご本人が都内在住

　　 ②６ヶ月以上ひきこもりの状態にある

　　　③義務教育終了後の１５歳から概ね３４歳まで

　　　　　　　　　　　　　以上の条件に該当する方

●訪問相談はお１人概ね５回までです。

●相談の内容に応じて、必要な支援内容を検討し、関係機関

　をご紹介します。詳細は、ホームページをご覧ください。

●相談内容によっては、訪問をお断りする場合もあります。

訪 問 相 談

受付時間：各窓口の開設時間に準じます。

自 治 体
八 王 子 市
立 川 市
武 蔵 野 市

三 鷹 市

青 梅 市

府 中 市

昭 島 市

調 布 市

町 田 市

小 金 井 市

小 平 市

日 野 市

東 村 山 市

国 分 寺 市

国 立 市

福 生 市
狛 江 市

東 大 和 市

清 瀬 市

東久留米市

武蔵村山市

多 摩 市
稲 城 市

羽 村 市

あきる野市
西 東 京 市

　　　　 訪問相談　受付窓口
①八王子市保健所 保健対策課
②子ども家庭部 子ども家庭支援センター
子ども家庭部　子ども育成課　青少年係
健康福祉部　障害者福祉課

子ども政策部　児童青少年課

子ども家庭部　子ども家庭支援課　青少年担当

子ども家庭部　児童青少年課　青少年係

子ども家庭部　子ども育成課　青少年係

調布市こころの健康支援センター
①保健所　保健予防課　町田、南地域保健係
　（健康福祉会館）
②保健所  保健予防課 堺・忠生地域保健係　（中町庁舎）
③保健所  保健予防課 鶴川地域保健係（鶴川保健センター）
　※お住まいの地域によって相談窓口が異なります
子ども家庭部　子育て支援課　子ども家庭支援センター
①子ども家庭部　子育て支援課　子ども・若者支援担当
②健康福祉部　障がい者支援課
③健康福祉部　健康推進課
健康福祉部　セーフティネットコールセンター
自立支援係

教育部　社会教育課　社会教育係

子ども家庭部　子ども若者計画課

子ども家庭部　児童青少年課　児童・青少年係

福祉保健部　健康課　保健指導係

児童青少年部　児童青少年課　児童青少年係

①子育て支援部　青少年課　青少年育成係
②福祉部　健康課　庶務係

子ども家庭部　子ども家庭支援センター　子ども家庭支援係

子ども家庭部　児童青少年課　児童青少年係

教育部　文化振興課

子ども青少年部  児童青少年課  子ども・若者育成係

福祉部　児童青少年課　青少年係

子ども家庭部　児童青少年課　児童青少年係

教育部　生涯学習推進課　生涯学習係
子育て支援部　児童青少年課　児童青少年係

  電話番号
①042-645-5196
②042-656-8225
042-528-4367
0422-60-1847
0422-45-1151
( 内 2713)
0428-22-1111

（内 2395）
042-335-4427
042-544-5111

（内 2254）
042-490-8166
①042-725-5127

②042-722-7636

③042-736-1600
042-321-3146
①042-346-9815
②042-346-9542
③042-346-3700

042-514-8574
042-393-5111
( 内 3514)
042-325-0111

（内 439）
042-576-2111

（内 198）
042-552-0061
03-3430-1111

（内 2318・2319）
①042-563-2111

（内 1742）
②042-563-2111

（内 1181）
042-495-7701
042-470-7777

（内 2412）
042-565-1111

（内 652）
042-338-6958
042-378-2111

（内 242・243）
042-555-1111

（内 262）
042-558-1111

（内 3011）
042-460-9843

自 治 体
瑞 穂 町

日 の 出 町
檜 原 村
奥 多 摩 町
大 島 町
利 島 村
新 島 村
神 津 島 村
三 宅 村
御 蔵 島 村
八 丈 町
青 ヶ 島 村
小 笠 原 村

　　　　 訪問相談　受付窓口
福祉部　健康課　保健係

いきいき健康課　健康推進係

檜原村子ども家庭支援センター
福祉保健課　福祉係
福祉けんこう課　けんこう係
総務課
新島村さわやか健康センター　事務係
保健医療課（保健センター）
福祉健康課　福祉係
教育委員会事務局
教育課
総務課
村民課福祉係

  電 話 番 号
042-557-5072
042-597-0511

（内 506）
042-598-3122
0428-83-2777
04992-2-1482
04992-9-0011
04992-5-1856
04992-8-0010
04994-5-0902
04994-8-2121
04996-2-7071
04996-9-0111
04998-2-3939

■町村部

■市部












